
【役割】

障害者施策推進計画・障害者福祉計画・障害児福祉計画の進捗状況の管理、見直しを行う。

また、その他以下の役割を担うこととしている。

葛飾区障害者施策推進協議会

【役割】

◆地域課題の把握

◆課題への対応・検討

地域自立支援協議会

【役割】

◆障害者差別に係る課題の把握

◆差別解消策の策定

障害者差別解消支援地域協議会

【役割】

◆地域課題の把握

◆課題への対応・検討

医療的ケア協議の場

専門的な内容を協議するために、６つの部会を設置している。

専門部会の設置

葛飾区障害者就労支援部会
身体・知的障害者

相談支援部会
葛飾区精神障害支援部会

地域生活支援部会 差別解消部会 医療的ケア部会
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